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これまでの宿題事項について  

周産期・救急③  

宿題1 重症の患者がNIC〕から後方病床に移行する過程における診療  

報酬上の評価は現状どうなっているか。  

（平成21年9月30日 坂本委員）  

NICUから後方病床に至るまでの診療報酬上の評価  

（1）評価の概要  

NICU病床からの退室者については、   

① 通常の入院基本料及び幼児加算に加えて、看護配置等の条件が  

整った病床においては、新生児入院医療管理加算や超重症児加算  

により、   

② 小児入院管理料を算定する病棟においては、幼児加算、検査や  

処置等の診療に係る費用が包括により 

評価されている（宿題資料1） 

（2）診療報酬上の課題  

NICU（新生児特定集中治療室管理料）については、一度NICUを退   

室すると再度入室して 

とができない。  

また、NICUの定員を一時的であっても超過して患児を受け入れた   

場合については、NICU入室児全員が新生児特定集中治療室管理料を   

算定できなくなる。   

2∞ヱ年  2004年  2005年  2007年  

2007年の病床数は2002年の92．1％に減少  
2007年の施放散は2002年の91二2％に減少  

（総合病院塵礎調査などから井出） 

C）  日本総合癖購精神医学会瓢原♯一郎先生提供デ⊥タより作成  



宿題3 ハイリスク分娩管理加算の効果について、検証部会の調査結果  

を用いて何か分析できないか。  

（平成21年9月30日遠藤委員長）   

宿題2 NICUから地域への移行阻害要因の調査について平成20年度厚  

生労働科学研究報告書において「家族の受け入れ不良」が挙げられ  

ているが、具体的にはどのような記載があったのか。  

（平成21年9月30日坂本委員）   

平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査において、病  

院勤務医の負担軽減策の取組み状況等の把握、負担軽減と処遇改善  

等に関する調査・検証を行った。ただし、調査結果はハイリスク分  

娩管理加算の効果を明確に表すものではなく、勤務負担軽減を検証  

したものである。   

自由記載欄に記載された具体的な意見を紹介すると、多胎妊娠等  

へ対象疾患を拡大すべきとの意見や、病院の収入が増えても産科医  

の処遇改善にはつながっていないとの意見等があった。  

平成20年度厚生労働科学研究の調査において、退院できなし＼理由  

として挙げられた回答の具体的な吉己載は以下の逼りであった（宿題  

資料2）。   

○家族の受け入れ不良   

「家族が受け入れない」、「面会少なく受け入れ不良」等   

○家庭環境   

「核家族で母以外に面倒を見る人がいない」、「他に介護を要する   

人がいる」、「両親の健康状態に問題がある」等   

○地域のサポート体制   

「自施設で在宅人工換気患者のフォローを行っていない」∴「緊急  

時の対応ができない」等。  

診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成20年調査）  

「病院勤務医の負担軽減の実態調査l  

＜自由記載例＞  

○外来診療に係るあなたの業務負担が軽減した理由（ハイリスク分娩管理加算に  

限らない）  

・外来担当日の減少  

・診療体制の効率化 等  

○診療科において実施した経済面での処遇改善内容（産科関連）  

・ハイリスク妊娠、分娩点数を主治医に全額配分している。  

・時間外の分娩手当、夜間緊急手術時の応援者への補助料金が創設された。  

・救急母胎搬送受入の際、初診療医1名lに1回約10000円の手当が付いた。等  

○ハイリスク分娩管理加算についての探題・問題点等  

・適応対象の拡大を要望（既往帝王切開後経膣分娩、双胎妊娠、  

胎盤機能不全、子宮内胎児発育不全など）   

り、イリスク分娩管理加算の対象患者であるが、自然分娩時には保険請求  

ができない。  

・病院の増収にはなるが、当事者の産科医の処遇改善には繋がっていない。等   



宿題5 救急の受け入れ困難事例の詳細調査結果について敢えてほし  

い。  （平成21年9月30日坂本委員）   

宿題4 救急医療に関係する現在の診療報酬上の評価と算定状準（例え  

ばハイケアユニット等について）を教えてほしい。  

（平成21年9月30日対鹿妻鼻）   
救急患者搬送において受入に至らなかった理由のうち、「ベッド満床」  

について平成20年6月に医政局指導課が行ったサンプル調査によると、  

「ベッド満床」には物理的に満床である場合や、物理的に空床があっ  

てもその患者にふさわしい病床が空いていない場合、人員不足等の要  

因が含まれていることが示唆された。   

しかしながら、この調査の基になった「救急搬送における医療機関  

の受入状況等調査」において、受入に至らなかった理由については、  

医療機関との電話でのやりとりの中で聞き取った内容を消防側の判断  

で理由を分類したものであり、この詳細調査の結果を踏まえても、「受  

け入れ困難事例」の詳細についてのはっきりとした原因を明らかにす  

るには至っていない（宿題資料4）。  

救急医療に関してはト救命救急入院料をはじめとする特定人障料に  

よる評価、救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算等の入国基本  

料等加算による評価がされている。  

それ以外の評価については、ハイケアユニットの届出が平成雪0年で  
は68医療機関、776床となっている。   

また、広範囲熱傷特定集中治療室については、25医療機関で牢床の  
届出となっている。ただし、専用の広範囲熱傷特定集中治療室を設け  
る施設基準が算定を困難にしているとの指摘もある（宿題資料3）。  

・言・   



NICU入院後の診療報酬点数の推移   
＜小児入院医療管埋料を算定しない場合＞  

新生児入院医療管理   
加算（常時6：1）：＋800   

－－－．、，．紳一仰ト＿サ．…柵｝＿＿－＿＿叩 

＼  

●‥＿・・ノ  

入院料の後の（）内は診療報酬上の看護配せを記載  
◆1体重により最大90日まで ●2体圭により最大120日まで ●31回の入院中にNICUへの再入院はできない  
●4入院から15日以上30日以内において一般人院基本料は1g2点、特定機能病院入院基本料は207点の加算がつく  
■5 周産期整備指針において看護配置は常時8対1   

N‡CU入院後の診療報酬点数の推移  
＜小児入院医療管理料を算定する場合（1を算定）＞  

‥－  

－・＼‾  
ノ 

入院料の後の（）内は診療報酬上の看護配置を記載  

●1体重により最大90日まで●21回の入院中にNICUへの再入院はできない ■3周産期整備指針において看護配眉は常時8対1   
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急性期■捜における入   

敷●救急1   

－一日17（氾員 1－7887TS点 ＝ ＝＝●・1  書任医師 羊蹄センター内  必丁数   

ーユ8112∝l点  
救命救急之  1一丁日10110よ  暮研書又は書性．急性呼吸不全又は慣性書取不全の急性増募、急 憧心不全、急性線輪中書、ショッ久王1な代ガ陣書、大手輌Ⅶ∴緻欄  

8・・H虻l別柑I■   蘇生鍵、その他外傷、破傷■書で11な状糟   

稗た集中治■童   書任旺岬 覿持主内   ≠峰  
8－11日7珊▲  2対1  

6糾  

3丁50   

■ －廿・…  ・・・・  一叩日 －t川○点  す2鷹熱傷3011以上の暮t広蜘無傷慮書   2●  

51   

麒卒中ケアユニット   
神経内札戚外科歴  

ー川日 5700点   （織♯5年以上） ♯峠電■櫨塊内  ＃岬 8対1  p棟暮、早出血、くも旗下出血の患者がおおむね色調以上   28  

1（ll   

書k陣暮又は書曝．缶性職不全又は憬性呼頓不全の■性糟最．懇  
ハイケアユニット   一三1日 ∽∞よ  書任≠勤医師1名じL上  鞘鴫   世心不全、急性麒柚中暮、ショック、1tな代軸庫書．大手術捜、緻急  5之  帥  桐    ♯岬E■嬢朋内  一対1  蘇生織 

，その他外∬、破傷▲事で重篤な状軌こ軋丘盤血 「1虚虞・■軋め千慮に係る押す貫」にて1年を縞たナ一書が8割以上   870  引柑  叩8   

一敗蠣躊（叩れ〉   】M烏＋出禾耳 ＝二  
15－：氾日◆112   7対1  

朋2l  

78柑8l   
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救急搬送において受入に至らなかった埋鶴lこついて  
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「ベッド満床」について  救急搬送における医療機関の受入状況について  

救急医療機関の病床利用率  

○ 救急搬送において医療機関への受入照会回数が多数に及ぷ事案が各地にみられる   

状況を踏まえ、平成20年3月に総務省消防庁より「救急搬送における医療機関の   

受入状況等実態調査」の結果が公表された。   

主な内容については以下のとおり。   
（重症以上情病者搬送人員530，671人から転院搬送人見11gβ48人を除いた、411．625人について納査。）  

（1）医療機関に受入照会を行った回数ごとの件数  
①受入が決定するまでに行った照会回数が4回以上が14387件（3．9％）  

11回以上が1074件（0．亭％）  

②地域別の状況をみると、首都圏、近畿圏等の大都市周辺部において問会回数  

が多くなっている。  
※4回以上の割合が全国平均を上回る県（10都府県）  

（宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、木阪府、  
兵庫県、奈良県）  

○ 第二次・第三次救急医療機関の病床利用率   

（平成17年医療施設静態調査と平成18年病院報告による）  

第二次救急医療機関  第三次救急医療機関  

全国平均 81．8％  

（10県平均 78．8％）   

全国平均 80．6％  

（10県平均 80，8％）  

○ 救命救急センターとセンターが属する病院全体の病床利用率   

（平成20年度 救命救急センター現況調べによる（43都道府県分））  

救命救急センター  センターが属する病院全体  

全国平均 71．3％  

（10県平均 78．9％）   
全国平均 83．7％  

（10県平均 81．3％）  

3  

年生労働■■致鴫伸欄朋（平成20年8月10日〉  

1  

肛生労山雀声政局相場霹（平成20年8月10日〉  

救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベット満床」の意味について  

（サンプル調査結果①）  

救急搬送において受入に至らなかった理由にういて  

○ 救急搬送において受入に至らなかった理由りとして、以下の項目が挙げられている。  

表1．受入に至らなかった理由ごとの件数（医療機関の区分によらす集計したもの）  

第二次  第三次  総計  

医療機関  

（30施設）  

A．物理的  1．病院全体が物理的に   （1）常に満床（病床が少ない、転院や退   2   2   4   

に満床で  院が滞らている等〉  
ある   

（2）時期こ時間によって希に満床   16   10   26  

2．救急部門の病床は満   （1）常に満床（病床が少ない、一般病床   2   3  

床であるが、一般病床に  

は空床がある。  （2）時期、時間によって希に満床   8   14   22   

風物吐的二・  1．救急部門には空床はあるが、その点者にふさわしい空床が空い  
凪よ空席霊  ていない．（CCU、SCU等の利用区分を設けている。）  

17   10   27  

2．空床はあるが、人 手（看護師等） 10   3   13  
、医療 のっ  

資器材整た病床 がない。   9   5   14   

8．その他   （1）受け入れを断る理虐に使った。  2   3  

（2）消防への情報伝達過程の夏呉解である。  0   

髪‥ニ慧≡∴■毒キニ （3）その他  12   7   19   

2   8   4   5   6   7  

処置困難  ベッド満床  u  手術中・患 者対応中  専門外  医師不在  初診（かかり つけ匡なし）  理由 ぴそ  

22．9％  22．2％  21．0％  10．4％  3．5％   0．2％  19．  

表3．第二次救急医療機関以下に限ったもの★2  表2．第三次救急医療機関に限ったもの＊2  

■  a  2    処置困粗  手術中・息 者対応中    u ベッド満床∃  39．0％  16．2％  15．6％   37．8％  34．5％  12．7％  
2  8  ロ  ベッド満床  手術中・患 看対応中  処置困難  

※ いすれも、消防隊員が、医療機関に依頼したものの受入に至らなかった辛夷において、医療機関との  
電指でのやりとりの中で聞き取った内容を、消防側の判断で．上記1－7に割り振り集計したもの  

＊1救急搬送における医療機関の受入状況等実應調査（総精省消肪庁平成20年8月11日）  
平成用年中に行われた救急搬送のうち、王症以上㈲着搬送人九530．871人から転院搬送を除いた1柑．Mに  
ついて粗査した結果   

＊2 実態脚査のうち集計可能甘宮城県、埼玉黒、東京都、静岡県、愛知県、広も県，御県における数値  

10都府県（宮城れ、茨城県、栃木欄上崎玉県、千葉興、★京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、奈良れ）を通じて調査を実施。  

F救急医環機封ほ†受入に至らなかった理由としての「ベット満床」一について、該当するものを、「各都府県5施設程度、各施設3項目選択」により間宣し、集計。 4  

平成20年5月3の日 精噂畏調べ   



救急医療機関攣入に至らなかった理由としての「ベッド満軌の意味にゎいて  

（サンプル調査結果②）  

］    ご圭二・章一≡≒  

「‾－－－－－－一‘モニ＝：芦－ 

・  十；∴ 二ニ∴ ニ＼、  

第二次救急医療機関からの「ベッド満床について」のコメント  

○ 翌日入院予定のため救急に使用できない。  

○ 専門科目を求める人の増加と夜間の病院の人材不足が一章の原乱  

第三次救急医療機関からの「ベッド満床」についてのコメント  

○相当の努力をして、空床確保に努めており、「ベッド満床」を理由に断ったことはない。現行の医環制度では、  
ておいた方が、努力して空床を伽た舶より、収益は多くなる。旦医盈鮎  

0急性期を過ぎて、後方病院にさせようとしても、なかなか転院できない。これが当院では最大の  甲耶ある。  

0たとえ満床でも「必要な初療処置のみ実施ルて、適切な医療機関への鯨凍という対応もあり織る．．  

0者の受入に辞力しているが（満床でも・2～a人までは受け人れている。）、   

O肺炎などの急性期病態を改善しても、それ以前の全身状態が在宅や療養施設でギリギリの状感で介護され   
ている患者も多く、引き受け辛がないのが実情であり、満床の原因となっている。  

○大学病院には救急医療以外の高度宣門医療を担う役割があり、それに大きな負担をかけて院内転床を   
すすめているが、限界がある。  

基幹病院による受入れ  

地域の基幹病院が応急的  

な他社を行い、その後の治  

療Iま、必芋に応じて転院先  

医療槻開で実地  

搬送  

－   

消防法の一部を改正する法律の概要（平成21年絹1日公痢  

○ 傷病看の搬送及び受入れを円汁に行うことが、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点か  
ら華な纏こ瑚即時を軽卿県において、難関・地域の消防機関  
等が参国する協紙筆を設置し、地域の搬軒受入ルールを策定することとしたところ；一  

′・・壌ゝ   
J－／ゝ．＼  
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．
 
 

③救急搬送  

＜搬送・受入ルール＞  

①傷痍者の状況に応じた搬送先と なる医療機蘭のリスト  

②消防鵬が僻者の状況牢確臥、リストの申か   
ら搬送先医療機関を選定するためのル⊥ル l  

③消防機関が医療機矧こ対し傷病者の状洩を伝達する  
ためのルール  

④搬送先細削が 速やかに決凱なし合ヒおいて   

傷病者を受け入れる医療機関を確保す惑ためのルール  

都道府県において、医療機関、地域の医師会、  

消防機関等が参画する協純金を設置し、地域  

の搬送・受入ルールを策定  

地域の搬送・受入ルールの策定  

搬送一受入の調査・分析  総務大臣  
厚生労働大臣  ※既存のメディカルコントロール協沈金等の活用を想定  

指針の策定等の援助  消防機関lま、搬送・受入ルールを  医療機関は、搬送・受入ルールを  

施行期日：公布の日から6月以内の政令で定める日  


